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平成3１年度 高等学校等奨学生募集要項（予約募集）

公益財団法人鹿児島県育英財団

１ 趣 旨
この奨学制度は，学力及び人物が優れているにもかかわらず，経済的理由によって修学が困難

な生徒に対して奨学金の貸与を行い，もって本県教育の発展を図るものである。

２ 奨学金の種類，募集人員，貸与月額

奨学金の種類 募集人員(予定) 区 分 通学区分 貸与月額(予定)

７８０人 自 宅 １８,０００円
国公立

（内訳） 自 宅 外 ２３,０００円
高等学校奨学金 ・学力基準あり

６０５人 自 宅 ３０,０００円
・学力基準なし 私 立

１７５人 自 宅 外 ３５,０００円

注１） 通学方法の「自宅」とは，父母等と同居し通学する場合で，「自宅外」とは，父母等
と別居し寮などから通学する場合である。

注２） 高等専門学校は募集対象外

「学力基準あり」，「学力基準なし」でそれぞれ募集人員を定めているため，応募
者が多い場合は，資格や採用基準を満たしていても採用されないことがある。

３ 貸与期間
 貸与期間は，高等学校，中等教育学校の後期課程，特別支援学校の高等部及び専修学校（高

等課程）（以下「高等学校等」という。）の卒業までの正規の修学期間とする。
 奨学生に休学・退学等の異動が生じた場合は，異動事由の発生した日の翌日（その日が月の

初日であるときは，その日の属する月）から貸与を休止又は取り消す。
 奨学生となった後に父母等が県外へ転居した場合（単身赴任を除く。）は，貸与を取り消す｡

４ 応募基準等

○ 高等学校奨学金・学力基準あり

 応募の資格
鹿児島県内に生活の本拠を有する者の子等で，平成31年４月に高等学校等に進学し

ようとする者

 応募基準
次のア又はイに該当するもの

ア 世帯の１年間の認定所得金額が，収入基準額以下の者
（認定所得金額の算定方法・収入基準額は 別紙１ を参照）

イ 児童福祉法に規定する児童養護施設に入所している者

 推薦基準
「 応募基準」を満たす者で，

ア 学力
中学校１～２年の全履修教科・科目における学業成績の評定平均値が５段階評価

で３．０以上であること。
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イ 人物
次の(ｱ)～(ｳ)の各号に該当する者

(ｱ) 中途で学業を放棄することがないと思われる者
(ｲ) 学習活動，その他生活全般を通じて，態度･行動が生徒としてふさわしく，将

来良識ある社会人として活動できる見込みがある者
(ｳ) 奨学金返還の義務について，責任を自覚できる者

○ 高等学校奨学金・学力基準なし

 応募の資格
鹿児島県内に生活の本拠を有する者の子等で，平成31年４月に高等学校又は中等教

育学校の後期課程に進学しようとする者

 応募基準
次のア～ウのいずれかに該当する者。ただし，母子及び父子並びに寡婦福祉法によ

る福祉資金や高等学校定時制課程及び通通信制課程修学資金の貸与との併用はできな
い。
ア 生活保護法による被保護者の世帯に属する者
イ 市町村民税が非課税又は減免された世帯に属する者
ウ 世帯の１年間の認定所得金額が，収入基準額以下の者〔ア又はイに準ずる者〕

（認定所得金額の算定方法・収入基準額は 別紙２ を参照）

 推薦基準
「 応募基準」を満たす者で，
ア 学力

勉学意欲のある者
イ 人物

「高等学校奨学金・学力基準あり」に同じ

５ 奨学金の返還
 奨学金は貸与制（無利息）であり，貸与終了後は返還の義務がある。
 返還開始時期は，高等学校等を卒業した日，奨学金の貸与期間が満了した日又は貸与を取り

消された日から６か月経過後（７か月目）からとする。
 貸与を受けた奨学金は，口座振替により月賦で返還することとする。
 正当な理由がなく，奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは，延滞利息を

支払うことになる。
 次の場合は，申請により奨学金返還の履行期限を猶予することができる。

ア 他の学校等へ進学したとき（上級学校等へ入学したときから，卒業後６か月までの期間)
イ 理事長がやむを得ない事情があると認めた場合

【返還額（参考）】
区 分 通学区分 貸与月額 ３年間の貸与総額 返還回数 月賦返還額

国公立
自 宅 18,000円 648,000円 130回以内 5,000円以上
自宅外 23,000〃 828,000〃 124 〃 6,700 〃

私 立
自 宅 30,000〃 1,080,000〃 144 〃 7,500 〃
自宅外 35,000〃 1,260,000〃 150 〃 8,400 〃

＊ 全額又は一部繰上返還をすることが可能である。

６ 提出書類等
 申請者が，在学する，又は卒業した中学校若しくは義務教育学校（以下，「中学校等」とい
う｡)へ提出するもの

提出期限 各中学校等が定めた日 厳守
ア 奨学金貸与申請書（高等学校等奨学生予約募集）（第１号様式）
イ 平成31年度高等学校等奨学生予約募集申請用チェックシート
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ウ 父母等の所得額課税額証明書等（ 別紙１ のⅤ ， 別紙２ のⅢを参照）
児童福祉法に規定する児童養護施設に入所している者で，父母等の所得額課税額証明書等が提出できな

い場合は，「児童養護施設長の意見及びその他参考事項」（別紙様式１）を提出すること。

エ その他
(ｱ) 生活保護受給世帯は，生活保護受給証明書（原本）
（ｲ）特別控除又は特別加算を受けようとする者は，その事由を証する書類

＊ 別紙１ のⅡ， 別紙２ のⅡの３を参照（以下の表は抜粋）

特別控除又は特別加算の事由 必 要 な 証 明 書
障害のある人（１級～３級）のいる世 障害者手帳（写し）又は療育手帳（写し）

帯
長期療養者のいる世帯 医師等の診断書（原本）

長期療養による年間支出額（別紙様式２）及び
領収書（写し） ※申請時から過去１年分

主たる家計支持者が別居している世帯 単身赴任等に伴う年間支出額（別紙様式３）及
び領収書（写し） ※申請時から直近４か月分

震災，風水害，その他の災害又は盗難 り災証明書（写し）
等の被害を受けた世帯 被害額を証明する書類

 学校が作成するもの
ア 奨学生推薦書（高等学校等奨学生予約募集）（第２号様式）
イ 奨学金貸与申請者一覧（高等学校等奨学生予約募集）（別紙様式４）

７ 申請の手続及び応募期限等 （県内市町村立中学校等以外は当財団へ直接送付)
 中学校等から市町村教育委員会へ

提出期限 各市町村教育委員会が定めた日 厳守
中学校長等は，生徒から提出された貸与申請書，チェックシート及び所得額課税額証明書等

を審査の上，応募基準及び推薦基準を満たす者について，必要な書類を添付して推薦すること。
申請する際は，別紙様式４｢奨学金貸与申請者一覧｣を作成し，応募書類と併せて提出すること｡
なお，希望者がない場合も必ず「該当なし」で提出すること。

 市町村教育委員会から当財団へ
提出期限 平成30年９月28日（金）必着 ※期日厳守とし，期限を過ぎての受付は行いません。
各中学校長等から提出された申請書類を審査の上，別紙様式５「奨学金貸与申請者一覧」を

作成し，提出する。

８ 選考の方法
書類審査の上，奨学生選考委員会で選考する。

９ 採用候補者の認定及び通知
平成30年12月上旬までに採用候補者を認定し，（県内市町村立中学校等にあっては市町村教育

委員会を経て）中学校長等へ通知する。

10 採用決定について
平成31年４月に，進学先の高等学校等を通じて在学の確認及び「奨学金振込口座届」の提出を

確認後，正式に奨学生として採用を決定する。
採用決定者には，当財団から「誓約書・奨学金借用証書」の様式を送付し，当財団への提出を

確認後，奨学金を交付する。
決められた期日までに提出のない者については，採用決定を取り消す。
なお，「誓約書・奨学金借用証書」の提出に当たっては，第一・第二連帯保証人が必要となる

ことから，事前に関係者間で，奨学金返還についての共通した認識を持っておくこと。

11 応募書類の提出先及び連絡先
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番１号（県庁17階）
公益財団法人鹿児島県育英財団

℡ 099-286-5244
Fax 099-286-5229
http://www.kagoshima-ikuei.jp
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別紙１ ※学力基準あり 認定所得金額の算定方法・収入基準額

高等学校奨学金の応募に当たっては，次のⅠ，Ⅱで算定される「所得金額」及び「特別控除額」をもとに算出す
るⅢの認定所得金額が，Ⅳの収入基準額以下でなければならない。

Ⅰ 所得金額の算定方法

所得金額とは，１年間の収入金額から必要経費を控除した金額をいい，父母等の所得の種類に応じて，以下
の１～３の方法でそれぞれ算定する。

１ 給与所得の場合

所得金額 ＝ 「年間収入金額」－ 下表により算出した控除額

・ 年間収入金額は，所得額課税額証明書における収入金額の万円未満を切り捨てた額とする。
・ 次の①～⑦は，すべて給与所得として取り扱い，所得額課税額証明書の収入金額に算入されていない

収入がある場合は，それらもすべてこの収入金額に合算し，万円未満を切り捨てて年間収入金額を算出
する。

① 俸給，給与，賞与 ⑤ 専従者給与
② 賃金 ⑥ 年金（恩給，老齢年金，遺族年金等）

③ 役員報酬 ⑦ 扶助費・疾病手当
④ 歳費

・ 父母等の一方のみが給与所得者の場合の控除額は，算定式（Ａ）を適用する。
・ 父母等双方が給与所得者の場合の控除額は，主たる家計支持者（収入金額が多い方）には算定式(Ａ)

を適用し，従たる家計支持者（収入金額が少ない方）には算定式（Ｂ）を適用する。
・ 算出された控除額は，万円未満を四捨五入した額を適用する。

算定式（Ａ）

年間収入金額 控 除 額

0万円 ～ 297万円 年間収入金額と同額

298万円 ～ 400万円 年間収入金額×0.2＋238万円

401万円 ～ 781万円 年間収入金額×0.3＋198万円

782万円 ～ 432万円

算定式（Ｂ）

年間収入金額 控 除 額

0万円 ～ 65万円 年間収入金額と同額

66万円 ～ 162万円 65万円

163万円 ～ 180万円 年間収入金額×0.4

181万円 ～ 360万円 年間収入金額×0.3＋18万円

361万円 ～ 660万円 年間収入金額×0.2＋54万円

661万円 ～ 1,000万円 年間収入金額×0.1＋120万円

1,001万円 ～ 1,500万円 年間収入金額×0.05＋170万円

1,501万円 ～ 245万円

（注）同一人で２つ以上の給与所得がある場合は，各収入金額を合計し，万円未満を切り捨てた額を年間
収入金額とする。

２ 給与所得以外の場合
所得額課税額証明書に証明された所得額の万円未満を切り捨てた額を所得金額とする。

３ 同一人で給与所得と給与以外の所得がある場合
給与所得については上記１により，給与以外の所得は上記２により算出し，その合計額を所得金額と

する。
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Ⅱ 特別控除額の算定方法

特別控除額は，次の「特別控除額表」の事由に対応する控除額を合計した額とする。
【特別控除額表】

区分 事 由 特 別 控 除 額 必要な書類

(1) 母子・父子世帯 ４９万円

(2) 就学者のいる世帯 小 学 校 ３１万円

（児童・生徒・学生１人につき） 中 学 校 ４６万円

自 宅 通 学 自宅外通学
世

国公立 ３９万円 ６９万円
高 等 学 校

帯 私 立 ８８ １１８

高等専門学校 国公立 ３９ ６９
を

1～3年次 私 立 ８８ １１８

対 高等専門学校 国公立 ４３ ７２

4～5年次 私 立 ８７ １１６
象

国公立 ７４ １２１
大 学

と 私 立 １３３ １８０

高等 国公立 ３９ ６９
す

課程 私 立 ８８ １１８
専修学校

る 専門 国公立 ３６ ８１

課程 私 立 １０２ １４７
控

(3) 障害のある人のいる世帯 障害のある人（１級～３級）１人につき 障害者手帳(写し)

除 ９９万円 又は療育手帳(写し)

(4) 現在長期療養者のいる世帯 療養のため経常的に特別な支出をしている年間 医師等の診断書(原

Ａ 金額（申請時から過去１年分） 本)，別紙様式２及

び申請時から過去

１年分の領収書(写

し)

(5) 主たる家計支持者が別居してい 別居のために特別に支出をしている年間金額 別紙様式３及び直

る世帯 ただし，７１万円を上限とする。 近４か月分の領収

書(写し)

(6) 震災，風水害，その他の災害又 日常生活を営むために必要な資材又は生活費を り災証明書(写し)

は盗難等の被害を受けた世帯 得るための基本的な生産手段(田・畑・店舗等) 及び被害額を証明

に被害があって，将来長期にわたって，支出増 する書類

又は収入減になると認められる年間金額

と本 ３９万円
す人 申込者本人
るを 高校のない離島の中学校に在籍し，いずれの高
控対 校へも通学が困難な者（三島村・十島村の各中
除象 学校，甑島の各中学校，獅子島中，金岳中，与
Ｂ 路中，池地中に在籍している者）

２２万円

（注１）Ａ欄の「(2)就学者のいる世帯」による控除は，申込者本人分は含めない。
（注２）(3)，(4)及び(6)に該当する世帯は，それを証する書類又は写しを添付する。
（注３）就学者控除の特例

子ども(就学者，就学前の子)が２人を超える世帯については，その超える人数につき，Ｂ欄の申込
者本人に係る特別控除額を乗じた額をさらに控除できる。

(例)子ども３人の場合→〔（３人－２人）×39万円〕＝39万円の控除を受けられる

Ⅲ 認定所得金額の算定方法

認定所得金額は，前記Ⅰの所得金額（父母等の所得金額合計）から前記Ⅱの特別控除額を控除した金額と
する。

Ⅲ 認定所得金額 ＝ Ⅰ 所得金額（父母等の所得金額合計） － Ⅱ 特別控除額

-5-



Ⅳ 収入基準額

収入基準額は,次の「収入基準額表」の世帯人員（申込者本人を含む。）に対応する額とする。
【収入基準額表】

区 分 収 入 基 準 額

１ 人 １０３万円

世 ２ 人 １６５

帯 ３ 人 １９０

人 ４ 人 ２０６

員 ５ 人 ２２１

６ 人 ２３４

７ 人 ２４６

（注）世帯人員が７人を超える場合は，１人増すごとに11万円を７人の収入基準額(246万円)に加算する。

前記Ⅲで算定した認定所得金額が収入基準額以下であれば，応募基準を満たしていることになる。

Ⅰ 所得金額（父母等の所得金額合計） － Ⅱ 特別控除額 ＝ Ⅲ 認定所得金額 ≦ Ⅳ 収入基準額

Ⅴ 所得に関する証明書等

同一世帯員のうち保護者（父母等）は，次に示す所得区分に応じて必要な証明書等を添付する。

（注）父母等とは，同居・別居を問わず本人と生計を一にする者で，父と母又はこれに代わって家計を支えている
者で，具体的には次のとおりとする。
① 父母がともにいる場合は，父及び母の各々の証明書等２通を添付(父母連名の証明書１通は不可)
② 父母のいずれか一方しかいない場合は，当該の父又は母
③ 父母いずれもいない場合は，父母に代わって申込者の家計を支えている者(２人いれば２人それぞれ）

所 得 区 分 必 要 な 証 明 書 等

１ 給与所得又は事業所得 ◆ 平成30年度所得額課税額証明書（原本）【市町村役場発行】
等がある場合 （平成29年１月～12月の収入額及び所得額を証明するもの）

（注）収入額及び所得額と，市町村民税・県民税の額がわかる所得額課税額
証明書の提出が必要。 (注)① 参照

２ 年金所得等がある場合 ◆ 平成30年度所得額課税額証明書（原本）【市町村役場発行】
（平成29年１月～12月までの収入額及び所得額を証明するもの）

※ 非課税となる年金（障害年金・遺族年金等）を受給している場合，次のい
ずれかを提出
◆ 平成29年中に発行された年金額改定通知書(写し)

又は平成29年中に発行された振込通知書(写し)
◆ 年金証書（写し）（平成29年分の支給額が記入されているものに限る。）

３ 失業中の場合 ◆ 平成30年度所得額課税額証明書（原本）【市町村役場発行】
(平成29年中に就労し （平成29年１月～12月までの収入額及び所得額を証明するもの）
ていたが，応募時にお
いて失業中の場合)  雇用保険を受給している場合

◆ 雇用保険受給資格者証（写し）【ハローワーク発行】
  以外の場合

◆ 無職無収入証明書（原本）
【居住する地区の民生委員が発行する無職無収入証明書又は調査結果】

（注）奨学金貸与申請書の特記事項欄に事実の生じた年月日と理由を記入す
ること。

４ １～３，５以外の場合 ◆ 平成30年度所得額課税額証明書（原本）【市町村役場発行】
(平成29年１月から引 （平成29年１月～12月までの収入額及び所得額を証明するもの）
き続き無職無収入であ ◆ 無職無収入証明書（原本）【居住する地区の民生委員が発行する無職無収
る場合） 入証明書又は調査結果】

５ 生活保護受給世帯の者 ◆ 平成30年度所得額課税額証明書（原本）【市町村役場発行】
(家族全員が生活保護の認定を受けている （平成29年１月～12月までの収入額及び所得額を証明するもの）
場合に限る) ◆ 生活保護受給証明書（原本）【市町村役場又は福祉事務所発行】
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別紙２ ※学力基準なし 認定所得金額の算定方法・収入基準額

高等学校奨学金の応募に当たっては，次のⅠで算定される認定所得金額が，Ⅱで算定される収入基準額以下で
なければならない。

Ⅰ 認定所得金額の算定方法

認定所得金額とは，１年間の収入金額について，父母等の所得の種類に応じて，以下の１～３の方法でそ
れぞれ算出した額を合計して算定する。

１ 給与所得の場合
・ 所得額課税額証明書における収入金額の万円未満を切り捨てた額を認定所得金額とする。
・ 次の①～⑦は，すべて給与所得として取り扱い，所得額課税額証明書の収入金額に算入されていない

収入がある場合は，それらもすべてこの収入金額に合算し，万円未満を切り捨てて認定所得金額を算出
する。
① 俸給，給与，賞与 ⑤ 専従者給与
② 賃金 ⑥ 年金（恩給，老齢年金，遺族年金等）
③ 役員報酬 ⑦ 扶助費・傷病手当
④ 歳費

２ 給与所得以外の場合
所得額課税額証明書に証明された所得額の万円未満を切り捨てた額を認定所得金額とする。

３ 同一人で給与所得と給与所得以外の所得がある場合
「給与所得」と給与所得以外の所得を次の換算表により算出した「給与収入換算金額」の合計額を認定所

得金額とする。
なお，給与所得，給与所得以外の額及びその換算額は，すべて万円未満を切り捨てて算出する。

【給与所得者以外の給与収入額換算表】

給与所得以外の額 給 与 収 入 換 算 金 額

0万円 ～ 360万円 （給与所得以外の額＋18万円）×10/7

361万円 ～ 660万円 （給与所得以外の額＋54万円）×10/8

661万円 ～ （給与所得以外の額＋120万円）×10/9

Ⅱ 収入基準額の算定方法

収入基準額は，下記１又は２の世帯基準額に，３の特別加算額を加えて算出する。
どちらの世帯基準額を適用するかは，①～③のとおりとする。

① 給与所得の場合は，１の表を適用する。
② 給与所得以外の場合は，２の表を適用する。
③ 給与所得と給与所得以外の所得がある場合は，給与収入と給与収入換算金額（給与以外）を比較し，

適用する表は次のとおりとする。
ア 給与収入の方が大きい場合は，１の表を適用する。
イ 給与以外の所得の方が大きい場合は，２の表を適用する。

１ 給与所得の場合

世 帯 基 準 額
区 分

２級地－１ ３級地－１ ３級地－２ 級地の分類

１ 人 ２２７万円 １９９万円 １９１万円 ２級地－１
世 鹿児島市

２ 人 ３０１ ２６５ ２５５
３級地－１

帯 ３ 人 ３７３ ３３０ ３１６ 阿久根市・奄美市・出水市
いちき串木野市・指宿市

４ 人 ４４９ ３９９ ３８１ 伊佐市・鹿屋市・霧島市
人 薩摩川内市・垂水市

５ 人 ５２６ ４６９ ４４８ 西之表市・日置市・枕崎市
南さつま市・姶良市

員 ６ 人 ５８７ ５２４ ５００
３級地－２

７ 人 ６５１ ５８３ ５５６ 上記以外の市町村

７人以上１人
を増すごとに ５８ ５３ ５０
加 算 す る 額

２ 給与所得以外の場合

世 帯 基 準 額
区 分

２級地－１ ３級地－１ ３級地－２

１ 人 １４１万円 １２１万円 １１６万円 級地の分類
世

２ 人 １９３ １６８ １６１ ２級地－１
鹿児島市

帯 ３ 人 ２４４ ２１３ ２０３
３級地－１

４ 人 ３０５ ２６５ ２５１ 阿久根市・奄美市・出水市
人 いちき串木野市・指宿市

５ 人 ３６７ ３２１ ３０４ 伊佐市・鹿屋市・霧島市
薩摩川内市・垂水市

員 ６ 人 ４１６ ３６５ ３４６ 西之表市・日置市・枕崎市
南さつま市・姶良市

７ 人 ４６７ ４１２ ３９１
３級地－２

７人以上１人 上記以外の市町村
を増すごとに ５３ ４０ ４０
加算する額
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３ 特別加算額
世帯基準額に加算できる特別加算額は，次の「特別加算額表」による。

【特別加算額表】

加 算 額
区 分 加算できる対象者 必要な書類

２ 級 地 ３ 級 地

児 童 １ 人 の 場 合 26万円 24万円
母（父）子

児 童 ２ 人 の 場 合 28 26

世 帯 ３人以上の児童１人につき加える金額 １ １

身体障害者障害程度等級表の１， 障害者手帳(写
２級に該当する者等 30 28

障 害 者 し)又は療育手
身体障害者障害程度等級表の３級
に該当する者等 20 18 帳(写し)

（注）児童とは，児童福祉法における満18歳に満たない者をいう。

前記Ⅰで算定した認定所得金額が収入基準額以下であれば，応募基準を満たしていることになる。

Ⅰ 認定所得金額 ≦ Ⅱ 収入基準額 ＝ 世帯基準額 ＋ 特別加算額

Ⅲ 所得に関する証明書等
同一世帯員のうち保護者（父母等）は，次に示す所得区分に応じて必要な証明書等を添付する。

（注）父母等とは，同居・別居を問わず本人と生計を一にする者で，父と母又はこれに代わって家計を支えている
者で，具体的には次のとおりとする。
① 父母がともにいる場合は，父及び母の各々の証明書等２通を添付（父母連名の証明書１通は不可）
② 父母のいずれか一方しかいない場合は，当該の父又は母
③ 父母いずれもいない場合は，父母に代わって申込者の家計を支えている者(２人いれば２人それぞれ）

所 得 区 分 必 要 な 証 明 書 等

１ 給与所得又は事業所得 ◆ 平成30年度所得額課税額証明書（原本）【市町村役場発行】
等がある場合 （平成29年１月～12月の収入額及び所得額を証明するもの）

（注）収入額及び所得額と，市町村民税・県民税の額がわかる所得額課税額
証明書の提出が必要。

２ 年金所得等がある場合 ◆ 平成30年度所得額課税額証明書（原本）等【市町村役場発行】
(平成29年１月～12月までの年金額等を証明するもの）

※ 非課税となる年金（障害年金・遺族年金等）を受給している場合は次
のいずれかの証明書を添付してください。
◆ 平成29年中に発行された年金額改定通知書(写し)

又は平成29年中に発行された振込通知書(写し)
◆ 年金証書（写し）（平成29年分の支給額が記入されているものに限る｡)

３ 失業中の場合 ◆ 平成30年度所得額課税額証明書（原本）【市町村役場発行】
(平成29年中に就労し (平成29年１月～12月までの年金額等を証明するもの）
ていたが，応募時に
おいて失業中の場合)  雇用保険を受給している場合

◆ 雇用保険受給資格者証（写し）【ハローワーク発行】
  以外の場合

◆ 無職無収入証明書（原本）
【居住する地区の民生委員が発行する無職無収入証明書又は調査結果】

(注）奨学金貸与申請書の特記事項欄に事実の生じた年月日と理由を記入す
ること。

４ １～３，５以外の場合 ◆ 平成30年度所得額課税額証明書（原本）【市町村役場発行】
(平成29年１月から引 （平成29年１月～12月までの収入額及び所得額を証明するもの）
き続き無職無収入で ◆ 無職無収入証明書（原本）【居住する地区の民生委員が発行する無職無収
ある場合） 入証明書又は調査結果】

５ 生活保護受給世帯の者 ◆ 平成30年度所得額課税額証明書（原本）【市町村役場発行】
(家族全員が生活保護の認定を受けている （平成29年１月～12月までの収入額及び所得額を証明するもの）
場合に限る。) ◆ 生活保護受給証明書（原本）【市町村役場又は福祉事務所発行】
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第１号様式

奨 学 金 貸 与 申 請 書 （ 高等学校等奨学生予約募集 ）

学 学 校
校
名 コ－ド

氏 ﾌﾘｶﾞﾅ ※ 男 元 号 年 月 日
生

性 ・ 年
月 平成

名 別 女 日

〒 ﾌﾘｶﾞﾅ ｶｺﾞｼﾏｹﾝ
家

族 住 所 鹿児島県
コ－ド

住
アパ－ト名 携帯電話 － －

所 （マンション）
部 屋 番 号 固定電話 － －

※ 入学後の通学方法 自宅通学 ・ 自宅外通学

第 一 希 望 第 二 希 望

進 学 ※ 国公立・私立 ※ 国公立・私立

※ 全・定・通 ※ 全・定・通

希望校 学 学
科 ※ 昼 ・ 夜 科 ※ 昼 ・ 夜
名 名

卒業までの正規の修学期間（第一希望校） 平成31年 ４月 から平成 年 ３月まで（ 年間）

同一生計の家族状況（別居者の番号を○で囲み，専修学校在学中の者については高等・専門課程の別を明記）

別 在 学 学 校 ※ 現在受けて
居 生徒・学 いる又は予
者 続柄 氏 名 年齢 所得の種類 ※ 学 生の通学 約している
に 設置別 学 校 名 方法 奨学金の団
○ 年 体名

1 父 － － － － －

2 母 － － － － －

3 本人 国・公・私 自宅 ・ 自宅外

4 国・公・私 自宅 ・ 自宅外

5 国・公・私 自宅 ・ 自宅外

6 国・公・私 自宅 ・ 自宅外

7 国・公・私 自宅 ・ 自宅外

8 国・公・私 自宅 ・ 自宅外

9 国・公・私 自宅 ・ 自宅外

注① ※印の欄は，該当するものを○で囲むこと。
注② 「住所コード」欄は，別添「住所コード一覧」を参照し記入すること。
注③ 「学校名」欄は，“ ◎◎市立○○中学校，△△専修学校（専門課程），□□高校，”など正確に記入

すること。
注④ 「卒業までの正規の修学期間」欄は，看護学科の場合５年間，通信制・定時制の場合４年間

＊ 記入していただいた情報は，奨学金以外の目的には利用されません。
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家族の生活状況及び奨学金を必要とする理由

障害のある人のいる世帯 障害等級【 種 級】（障害者手帳等の写しを添付）

特

（１級～３級） 知的障害【 】（療育手帳等の写しを添付）

別

病 名【 】 ・医師等の診断書（原本）

控 療養期間【 】 ・長期療養による年間支出額（別紙様式２）
療養場所【 】 及び領収書の写しを添付

除 長期療養者のいる世帯 療養に要する年間支出額 【 万円】

等 【病状】

の
主たる家計支持者が別居し 別居の理由 ・単身赴任等による年間支出額

申 ている世帯（単身赴任等） （別紙様式３ ）及び領収書の写しを添付

欄 単身赴任等に要する年間支出額 【 万円】

震災，風水害，その他の 被害の種類【 】 ・り災証明書の写し
災害又は盗難等の被害を 被害発生時期【 】 ・被害額を証明する書類を添付
受けた世帯 被 害 内 容【 】

※該当する場合はいずれかを○で囲む。 特

生活保護受給世帯 世帯分離 ・ 同一世帯 記

市町村民税課税状況 非課税 ・ 減 免 事
※申請時において家計支持者が無職無収入の場合は，その理由及び期間等をここに記入し

児童養護施設 施設退所 ・ 施設通学 項 た上で，「離職証明書」又は「無職無収入証明書」等を添付すること。

貴財団の奨学生として採用の上，奨学金を貸与してくださるよう申請します。

平成 年 月 日

本 人 氏 名
（ 本人自署 ）

保 護 者 住 所
（保護者自署）

氏 名

公益財団法人鹿児島県育英財団理事長 殿

注① 「障害のある人のいる世帯」における特別控除又は特別加算は，１級から３級までの該当者が対象
注② 「単身赴任等別居者住所」については，主たる家計支持者が単身赴任等で別居している場合に，別

居先の住所を記入すること。
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第２号様式

奨 学 生 推 薦 書 （高等学校等奨学生予約募集）

ﾌﾘｶﾞﾅ 男
氏名 性別 ・ 中学校名

女 (又は義務教育学校名)

評定（中学２年時のものを記入すること。） 学 業 成 績
（５段階評定の平均値を記入すること。）

行 項 目 評定 項 目 評定
中学校又は 1年時 ①〔 ． 〕

動 基本的な生活習慣 思 い や り ・ 協 力 義務教育学校 2年時 ①〔 ． 〕

記 健康・体力の向上 生命尊重・自然愛護 平 均 (①＋②)／２〔 ． 〕

録 自 主 ・ 自 律 勤 労 ・ 奉 仕 健 康 概 況

責 任 感 公 正 ・ 公 平

創 意 工 夫 公 共 心 ・ 公 徳 心

推

薦

所

見

上記の者は人物・学力ともに優良であって，学資の支弁が困難ですので，貴財団の

奨学生として適当と認め推薦します。

平成 年 月 日

公益財団法人鹿児島県育英財団理事長 殿

中 学 校 名
(又は義務教育学校)
学 校 長 名 印

作 成 者 名

注① 学業成績欄評定値は，各学年ごとの全教科５段階評定の平均値を算出し，さらにそれ
らの平均値を記入すること。（小数第二位を切り捨てる。）

なお，義務教育学校においては，中学校１年次，２年次相当の成績を各々記載すること｡
注② 推薦所見の欄は，申請者の学習態度や勉学意欲など，奨学生としての人物推薦基準を

満たしているかわかるように記載すること。

＊ 記入していただいた情報は，奨学金以外の目的には利用されません。
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別紙様式１

申 住所
請 世帯主
者 氏名
記
入 学 校 名 氏 名
欄 申請者

児童養護施設長の意見及びその他参考事項
(児童養護施設入所者の場合）

平成 年 月 日

児童養護施設長 印

＊ 記入していただいた情報は，奨学金以外の目的には利用されません。
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別紙様式２

申請者氏名  

療養者氏名  申請者との続柄

（単位：円）

費目

年月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年間支出額

円 円 円 円 円

　＊　記入していただいた情報は，奨学金以外の目的には利用されません。

長期療養による年間支出額

◆　表上段に「診療代・医薬品代」の費用項目を記入し，療養に要した領収書を添付し，年間
　支出額を計算してください。
◆　申請時過去１年間のものについて記入してください。
◆　記入した内容に対応する領収書のコピーが添付されていなければ，医療支出に係る特別控
　除は受けられません。
◆　提出していただいた書類は返却しませんので，後日原本が必要となるものは，必ずコピー
　を提出してください。

（申請する生徒の氏名を記入）

（療養費がかかった人の氏名を記入）

月　　計
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領 収 書 貼 付 欄
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別紙様式３

申請者氏名  

単身赴任者氏名  申請者との続柄

単身赴任者住所

領収書の支払月 電気 領収書の支払月 ガス 領収書の支払月 水道 領収書の支払月 住居

　年　月 　年　月 　年　月 　年　月

　年　月 　年　月 　年　月 　年　月

　年　月 　年　月 　年　月 　年　月

　年　月 　年　月 　年　月 　年　月

４か月分の合計 ４か月分の合計 ４か月分の合計 ４か月分の合計

年額換算額
４か月分の合計×３

円

年額換算額
４か月分の合計×３

円

年額換算額
４か月分の合計×３

円

年額換算額
４か月分の合計×３

円

４つを合計する

＊　記入していただいた情報は，奨学金以外の目的には利用されません。

単身赴任等に伴う年間支出額

年額換算額合計
円

◆　下表に内訳を記入の上，直近４か月分の領収書のコピーを添付し，提出してください。
◆　単なる別居（両親の不仲等によるもの）は，申告の対象となりません。
◆　記入した内容に対応する領収書のコピーが添付されていなければ，単身赴任の特別控除は受け
　られません。
◆　添付する領収書には，支払者の氏名が記載されていなければなりません。
◆　通帳のコピーのみでは，領収書と認められません。
　　領収書の代わりとして通帳を提出する際は，請求書・契約書等のコピー（単身赴任に係る費用
　であることがわかるもの）も併せて添付してください。
◆　食費，交通費，電話代，駐車場代，引っ越し代等は，特別控除の対象となりません。
    これらが領収書の金額に含まれている場合は，差し引いて下表に記入してください。
◆　領収書に記載されている金額に，会社等が負担している場合など，自己負担以外の金額が含ま
　れている場合は，これを除いた実費額を下表に記入してください。領収証のコピーには，その負
　担額の内訳がわかるよう余白に明記してください。
◆　提出していただいた書類は返却しませんので，後日原本が必要となるものは，必ずコピーを提
　出してください。

主として家計を支えている人（原則，父又は母）が，単身赴任等で別居していて，その生活費用の

自己負担（実費）がある場合に，申告することができます。

会社負担等があり，実費で支払っている項目がない場合は対象外です。

申告する際は，下表に内訳を記入の上，裏面又は別紙に領収書のコピーを貼付してください。
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領 収 書 貼 付 欄
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別紙様式４ （学校用）

奨学金貸与申請者一覧（高等学校等奨学生予約募集）

平成 年 月 日

学 校 名

学 校 長 名 印

電 話 番 号 － －

担当者氏名  

氏 名 備 考

合 計 人

（ 枚目／ 枚中）
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別紙様式５（市町村教育委員会用）

奨学金貸与申請者一覧（高等学校等奨学生予約募集）

教育委員会教育長 印

電 話 番 号 － －

担当者氏名

中 学 校 名 氏 名 備 考

合 計 校 人

（ 枚目／ 枚中）
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学校コ－ド一覧

学校コ－ド 学校コ－ド 学校コ－ド

鹿児島市立吉田北 中学校 ５１０３０９ 十島村立口之島 中学校 ５１０４１７ さつま町立鶴田 中学校 ５１０６５１

〃 吉田南 中学校 ５１０３１８ 指宿市立北指宿 中学校 ５１２１２７ 〃　　薩摩 中学校 ５１０６６０

〃　　郡山 中学校 ５１２３０７ 〃　南指宿 中学校 ５１２１３６ 阿久根市立阿久根 中学校 ５１２３４３

　　〃　　緑丘 中学校 ５１０１９２ 〃　西指宿 中学校 ５１２１４５ 〃　　大川 中学校 ５１２３５２

〃　　吉野 中学校 ５１００１２ 〃　　 山川 中学校 ５１２１６３ 〃 鶴川内 中学校 ５１２３６１

〃 吉野東 中学校 ５１０２５５ 〃　　 開聞 中学校 ５１２１７２ 〃　　三笠 中学校 ５１２３７０

〃　　坂元 中学校 ５１０２１０ 枕崎市立枕崎 中学校 ５１０４２６ 出水市立出水 中学校 ５１２３７９

〃　　清水 中学校 ５１００２１ 〃　　桜山 中学校 ５１０４３５ 〃　米ノ津 中学校 ５１２３８８

〃　　長田 中学校 ５１００３０ 〃　　別府 中学校 ５１０４４４ 〃　鶴荘 学園 ５００１９４

〃　　甲東 中学校 ５１００３９ 〃　　立神 中学校 ５１０４５３ 〃　米ノ津中学校桂島 分校 ５１２４１５

〃　　城西 中学校 ５１００４８ 南九州市立頴娃 中学校 ５１２１８１ 〃 大川内 中学校 ５１２４０６

〃　　明和 中学校 ５１０２０１ 〃　　 別府 中学校 ５１２１９０ 〃 高尾野 中学校 ５１２４２４

〃　　武岡 中学校 ５１０２７３ 〃　　 青戸 中学校 ５１２１９９ 〃　　江内 中学校 ５１２４３３

〃　 　　武 中学校 ５１００５７ 〃　　 知覧 中学校 ５１０５２５ 〃　　野田 中学校 ５１２４４２

〃　　西陵 中学校 ５１０２６４ 〃　　 川辺 中学校 ５１０５３４ 長島町立鷹巣 中学校 ５１２４５１

〃　　甲南 中学校 ５１００６６ 南さつま市立加世田 中学校 ５１０４６２ 〃　　川床 中学校 ５１２４６０

〃 天保山 中学校 ５１００７５ 〃　　万世 中学校 ５１０４８０ 〃 獅子島 中学校 ５１２４６９

〃　　鴨池 中学校 ５１００８４ 〃　　大笠 中学校 ５００１４３ 〃 　 長島 中学校 ５１２４７８

〃　　　 南 中学校 ５１００９３ 〃　　坊津 学園 ５００１８６ 〃　　平尾 中学校 ５１２４８７

〃　　紫原 中学校 ５１０１０２ 〃　　金峰 中学校 ５１２３３４ 伊佐市立大口中央 中学校 ５００１５１

〃 西紫原 中学校 ５１０２１９ 日置市立東市来 中学校 ５１２２５３ 　　〃 　 菱刈 中学校 ５１２５２３

〃　　伊敷 中学校 ５１０１１１ 〃 上市来 中学校 ５１２２６２ 　　霧島市立国分 中学校 ５１０７３２

〃 伊敷台 中学校 ５１０２９１ 〃 伊集院 中学校 ５１２２７１ 〃　　木原 中学校 ５１０７４１

〃　　河頭 中学校 ５１０１２０ 〃伊集院北 中学校 ５１２２８０ 〃 国分南 中学校 ５１０７５０

〃 東桜島 中学校 ５１０１２９ 〃　　土橋 中学校 ５１２２８９ 〃　　舞鶴 中学校 ５１０７５９

〃　　黒神 中学校 ５１０１３８ 〃　　日吉 中学校 ５１２３１６ 〃　　溝辺 中学校 ５１０８１３

〃　　桜島 中学校 ５１０３００ 〃　　吹上 中学校 ５１２３２５ 〃　　陵南 中学校 ５１０８２２

〃　　松元 中学校 ５１２２９８ いちき串木野市立串木野 中学校 ５１２２０８ 〃　　横川 中学校 ５１０８３１

〃　　谷山 中学校 ５１０１４７ 〃串木野西 中学校 ５１２２１７ 〃　　牧園 中学校 ５１０８５８

〃 東谷山 中学校 ５１０２２８ 〃　　羽島 中学校 ５１２２２６ 〃　　霧島 中学校 ５１０８６７

〃　　和田 中学校 ５１０１５６ 〃　　生冠 中学校 ５１２２３５ 〃　　隼人 中学校 ５１０８７６

〃　　福平 中学校 ５１０１６５ 〃　　市来 中学校 ５１２２４４ 〃 日当山 中学校 ５１０８８５

〃　　錫山 中学校 ５１０１７４ 薩摩川内市立川内北 中学校 ５１０５４３ 〃 　 福山 中学校 ５１０８９４

〃 谷山北 中学校 ５１０１８３ 〃川内中央 中学校 ５１０５５２ 〃 牧之原 中学校 ５１０９０３

〃 皇徳寺 中学校 ５１０２８２ 〃 川内南 中学校 ５１０５６１ 姶良市立加治木 中学校 ５１０７６８

〃　　星峯 中学校 ５１０２４６ 〃　　水引 中学校 ５１０５７０  〃　　帖佐 中学校 ５１０７７７

〃　　桜丘 中学校 ５１０２３７ 〃　　高江 中学校 ５１０５７９ 〃　　重富 中学校 ５１０７８６

〃　　喜入 中学校 ５１２１５４ 〃　　平成 中学校 ５１０５９７ 〃　　山田 中学校 ５１０７９５

〃　　鹿児島玉龍 中学校 ５０００３８ 〃　　樋脇 中学校 ５１０６０６ 〃　　蒲生 中学校 ５１０８０４

三島村立三島 中学校 ５１０３２７ 〃　　入来 中学校 ５１０６１５ 湧水町立栗野 中学校 ５１０８４０

〃　　竹島 中学校 ５１０３３６ 〃　　東郷 中学校 ５１０６２４ 〃　　吉松 中学校 ５１０８４９

〃　　大里 中学校 ５１０３４５ 〃 祁答院 中学校 ５１０６６９ 曽於市立末吉 中学校 ５１０９９３

〃　　片泊 中学校 ５１０３５４ 〃　 　　里 中学校 ５１０６７８ 〃 大隅 中学校 ５００００３

十島村立中之島 中学校 ５１０３６３ 〃　　上甑 中学校 ５１０６８７ 〃 財部 中学校 ５１０９６６

〃　　平島 中学校 ５１０３７２ 〃　　海陽 中学校 ５１０７０５ 志布志市立松山 中学校 ５１１０１１

〃平島中学校諏訪之瀬島 分校 ５１０３８１ 〃   海星 中学校 ５１０７１４ 〃志布志 中学校 ５１１０２０

〃　　宝島 中学校 ５１０３９０   　　〃　 鹿島 中学校 ５１０７２３ 〃　　有明 中学校 ５１１０４７

〃宝島中学校小宝島 分校 ５１０３９９ さつま町立山崎 中学校 ５１０６３３ 〃　　宇都 中学校 ５１１０５６

〃　悪石島 中学校 ５１０４０８ 〃  宮之城 中学校 ５１０６４２ 〃 伊崎田 中学校 ５１１０６５

中学校名 中学校名 中学校名
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学校コ－ド一覧

学校コ－ド 学校コ－ド 学校コ－ド

大崎町立大崎 中学校 ５１１０７４ 宇検村立名柄 中学校 ５１１７２２ 鹿児島盲学校 中学部 ５１２６４０

鹿屋市立鹿屋 中学校 ５１１１４６ 〃　　阿室 中学校 ５１１７３１ 鹿児島聾学校 中学部 ５１２６４９

〃 鹿屋東 中学校 ５１１２０９ 瀬戸内町立篠川 中学校 ５１１７７６ 武岡台養護学校 中学部 ５１２６５８

〃第一鹿屋 中学校 ５１１１５５ 〃　　久慈 中学校 ５１１７８５ 鹿児島養護学校 中学部 ５１２６６７

〃　　田崎 中学校 ５１１１６４ 〃　　薩川 中学校 ５１１７９４ 桜丘養護学校 中学部 ５１２６７６

〃 大姶良 中学校 ５１１１７３ 〃      俵 中学校 ５１１８０３ 皆与志養護学校 中学部 ５１２６８５

〃　　花岡 中学校 ５１１１９１ 〃　　諸鈍 中学校 ５１１８２１ 指宿養護学校 中学部 ５１２６９４

〃　　高隈 中学校 ５１１２００ 〃 伊子茂 中学校 ５１１８３０ 南薩養護学校 中学部 ５１２７０３

〃　　輝北 中学校 ５００１３５ 〃　　秋徳 中学校 ５１１８３９ 串木野養護学校 中学部 ５１２７１２

〃　　串良 中学校 ５１１２１８ 〃　　池地 中学校 ５１１８４８ 出水養護学校 中学部 ５１２７２１

〃 細山田 中学校 ５１１２２７ 〃　　与路 中学校 ５１１８５７ 加治木養護学校 中学部 ５１２７３０

〃 上小原 中学校 ５１１２３６ 〃 古仁屋 中学校 ５１１８６６ 牧之原養護学校 中学部 ５１２７３９

〃　　吾平 中学校 ５１１３１７ 〃 阿木名 中学校 ５１１８７５ 鹿屋養護学校 中学部 ５１２７４８

垂水市立垂水中央 中学校 ５０００７０ 〃　　油井 中学校 ５１１８９３ 中種子養護学校 中学部 ５１２７５７

東串良町立東串良 中学校 ５１１２４５ 龍郷町立龍南 中学校 ５１１９０２ 大島養護学校 中学部 ５１２７６６

錦江町立錦江 中学校 ５０００５４ 〃　　龍北 中学校 ５１１９１１
鹿児島大学教育学部
附属特別支援学校

中学部 ５１２５４１

〃　　田代 中学校 ５１１３９８ 〃　　赤徳 中学校 ５１１９２０

南大隅町立根占 中学校 ５１１３６２ 喜界町立喜界 中学校 ５００１１９

〃第一佐多 中学校 ５１１４１６ 徳之島町立亀津 中学校 ５１１９７４

肝付町立内之浦 中学校 ５１１２５４ 〃 井之川 中学校 ５１１９８３

〃　　岸良 中学校 ５１１２６３ 〃　　尾母 中学校 ５１１９９２

〃　　高山 中学校 ５１１２８１ 〃 東天城 中学校 ５１２００１

〃　　波野 中学校 ５１１２９０ 〃      山 中学校 ５１２０１０

〃　　国見 中学校 ５１１２９９ 〃　　手々 中学校 ５１２０１９

〃　　川上 中学校 ５１１３０８ 天城町立天城 中学校 ５１２０２８

西之表市立種子島 中学校 ５０００６２ 〃　　北 中学校 ５１２０３７

中種子町立中種子 中学校 ５１１５１５ 〃　西阿木名 中学校 ５１２０４６

南種子町立南種子 中学校 ５１１５２４ 伊仙町立伊仙 中学校 ５１２０５５

屋久島町立中央 中学校 ５００１００ 〃　　面縄 中学校 ５１２０６４

〃　　金岳 中学校 ５１１５６０ 〃 犬田布 中学校 ５１２０７３

〃　　岳南 中学校 ５１１５７８ 和泊町立和泊 中学校 ５１２０８２

　〃　　安房 中学校 ５１１５８７ 〃 城ケ丘 中学校 ５１２０９１

奄美市立名瀬 中学校 ５１１５９６ 知名町立知名 中学校 ５１２１００

〃　　金久 中学校 ５１１６０５ 〃　　田皆 中学校 ５１２１０９

〃　　朝日 中学校 ５１１６１４ 与論町立与論 中学校 ５１２１１８

〃　　小宿 中学校 ５１１６２３ 鹿児島大学教育学部附属 中学校 ５１２５３２

〃　　大川 中学校 ５１１６３２ 鹿児島県立楠隼 中学校 ５００１６０

〃　　崎原 中学校 ５１１６５０ 鹿児島純心女子 中学校 ５１２５５０

〃 芦花部 中学校 ５１１６４１ ラ・サール 中学校 ５１２５５９

〃　　住用 中学校 ５１１７４０ 大口明光学園 中学校 ５１２５６８

〃　市 中学校 ５１１７４９ 鹿児島修学館 中学校 ５１２５７７

〃　　東城 中学校 ５１１７５８ れいめい 中学校 ５１２５８６

〃 赤木名 中学校 ５１１９２９ 池田学園池田 中学校 ５１２５９５

〃　　笠利 中学校 ５１１９３８ 志學館 中等部 ５１２６０４

大和村立大和 中学校 ５１１６５９ 鹿児島育英館 中学校 ５１２６１３

宇検村立田検 中学校 ５１１７０４ 神村学園 中等部 ５１２６２２

〃　久志 中学校 ５１１７１３ 鹿児島第一 中学校 ５１２６３１

中学校名 中学校名 中学校名
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住所コ－ド一覧

市町村名 住所コ－ド 市町村名 住所コ－ド 市町村名 住所コ－ド

鹿児島市 46201 志布志市 46221 大島郡大和村 46523

鹿屋市 46203 南九州市 46223 大島郡宇検村 46524

枕崎市 46204 姶良市 46225 大島郡瀬戸内町 46525

いちき串木野市 46218 鹿児島郡三島村 46303 大島郡龍郷町 46527

阿久根市 46206 鹿児島郡十島村 46304 大島郡喜界町 46529

奄美市 46222 薩摩郡さつま町 46392 大島郡徳之島町 46530

出水市 46208 出水郡長島町 46404 大島郡天城町 46531

伊佐市 46224 姶良郡湧水町 46452 大島郡伊仙町 46532

指宿市 46210 曽於郡大崎町 46468 大島郡和泊町 46533

南さつま市 46219 肝属郡東串良町 46482 大島郡知名町 46534

霧島市 46220 肝属郡錦江町 46490 大島郡与論町 46535

西之表市 46213 肝属郡南大隅町 46491

垂水市 46214 肝属郡肝付町 46492

薩摩川内市 46215 熊毛郡中種子町 46501

日置市 46216 熊毛郡南種子町 46502

曽於市 46217 熊毛郡屋久島町 46505

平成30年４月１日現在
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所得の種類は必ず記入し，父母については種類に応じて必要な証明書を添付すること。

姉兄等で，同居しているが生計を別にしている者については，記入する必要はない。

奨学金貸与申請書記入上の注意

第１号様式
奨 学 金 貸 与 申 請 書 （ 高等学校等奨学生予約募集 ）

学校が記入

学 学 校 3 8

校 鹿児島市立○○中学校 １ １ １ １ １ １
名 コ－ド

氏 ﾌﾘｶﾞﾅ ｲｸｴｲ ｱｷｵ ※ 元号 年 月 日
男 生

性 年
育英 秋男 ・ 月 平成

名 別 日 １ ５ ０ ５ ０ １
女

〒 ﾌﾘｶﾞﾅ ｶｺﾞｼﾏｹﾝｶｺﾞｼﾏｼﾑﾗｻｷﾊﾞﾙ1-23-4
家 ８ ９ ０ ０ ０ ０ ８

鹿児島県鹿児島市紫原１丁目２３－４
族 住 所

77 81

コ－ド ４ ６ ２ ０ １ 住所コード一覧から転記
住

アパ－ト名 携帯電話 ０９０－２２２２－２２２２
所 （マンション） 育英コーポ １００号

部 屋 番 号 固定電話 ０９９－１１１ －１１１１

※ 入学後の通学方法 自宅通学 ・ 自宅外通学

第 一 希 望 第 二 希 望

進 学 ※ 国公立・私立 ※ 国公立・私立
□□高校 △△高校

※ 全・定・通 ※ 全・定・通

希望校 学 学
科 普通科 ※ 昼 ・ 夜 科 普通科 ※ 昼 ・ 夜
名 名

卒業までの正規の修学期間（第一希望校） 平成３1年 ４月 から平成３4年 ３月まで（ ３年間）

同一生計の家族状況（別居者の番号を○で囲み，専修学校在学中の者については高等・専門課程の別を明記）

別 在 学 学 校 ※ 現在受けて
居 生徒・学 いる又は予

者 続柄 氏 名 年齢 所得の種類 ※ 学 生の通学 約している
に 設置別 学 校 名 方法 奨学金の団

○ 年 体名

1 父 育英 春男 ４８ 給与 専業主婦等で全く収入のない場合も市町村役場が発
行する平成30年度(平成29年分)所得証明書を提出して

2 母 育英 秋子 ４５ 事業所得 ください。 (収入が無いということの証明が必要です。)

3 本人 育英 秋男 １５ なし 国・公・私 ○○中学校 ３ 自宅・自宅外

4 姉 育英 夏子 １９ なし 国・公・私 △△専修学校(専門課程） 自宅・自宅外 日本学生支援機構

5 兄 育英 春彦 １６ なし 国・公・私 □□高校 １ 自宅・自宅外 県育英財団

6 祖母 育英 フユ ７４ 年金 国・公・私 ２ 自宅・自宅外

7 自宅・自宅外

8 自宅・自宅外

注① ※印の欄は，該当するものを○で囲むこと。
注② 「住所コード」欄は，別添「住所コード一覧」を参照し記入すること。
注③ 「学校名」欄は，“ ◎◎市立○○中学校，△△専修学校（専門課程），□□高校，”など正確に記入

すること。
注④ 「卒業までの正規の修学期間」欄は，看護学科の場合５年間，通信制・定時制の場合４年間

＊ 記入していただいた情報は，奨学金以外の目的には利用されません。
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家族の生活状況及び奨学金を必要とする理由

障害のある人のいる世帯 障害等級【 種 級】（障害者手帳等の写しを添付）
特

（１級～３級） 知的障害【 】（療育手帳等の写しを添付）
別

病 名【 】 ・医師等の診断書（原本）

控 療養期間【 】 ・長期療養による年間支出額（別紙様式２）
長期療養者のいる世帯 療養場所【 】 及び領収書の写しを添付

除 療養に要する年間支出額 【 万円】

等 【病状】

の
主たる家計支持者が別居し 別居の理由 ・単身赴任等による年間支出額

申 ている世帯（単身赴任等） （別紙様式３ ）及び領収書の写しを添付

告 単身赴任等に要する年間支出額 【 万円】

欄 震災，風水害，その他の 被害の種類【 】 ・り災証明書の写し
災害又は盗難等の被害を 被害発生時期【 】 ・被害額を証明する書類を添付
受けた世帯 被 害 内 容【 】

※該当する場合はいずれかを○で囲む。 特

生活保護受給世帯 世帯分離 ・ 同一世帯 記

市町村民税課税状況 非課税 ・ 減 免 事
※申請時において家計支持者が無職無収入の場合は，その理由及び期間等をここに記入し

児童養護施設 施設退所 ・ 施設通学 項 た上で，「離職証明書」又は「無職無収入証明書」等を添付すること。

貴財団の奨学生として採用の上，奨学金を貸与してくださるよう申請します。

平成 ３０年 ９月 １日 記入した日 ※各自で必ず記入すること。

本 人 氏 名 育 英 秋 男 本人の署名・押印
（本人自署）

保 護 者 住 所 鹿児島市紫原１丁目２３－４ 育英コーポ １００号
（保護者自署）

氏 名 育 英 春 男 保護者の署名・押印

公益財団法人鹿児島県育英財団理事長 殿

注① 「障害のある人のいる世帯」における特別控除又は特別加算は，１級から３級までの該当者が対象
注② 「単身赴任等別居者住所」については，主たる家計支持者が単身赴任等で別居している場合に，

別居先の住所を記入すること。
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